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別記様式第七号（第十八条関係） 

 

特定農林水産物等の変更の登録の申請 

（特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録の申請） 

 

農林水産大臣 殿 

 

令和８年６月２日 

 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（以下「法」という。）第16条第１項の規定

に基づき、次のとおり変更の登録の申請をします。 

 

（この申請書を提出する者） 

☑変更申請者（１に記載）  □代理人（以下に記載） 

住所（フリガナ）：（〒   ） 

氏名又は名称（フリガナ）： 

法人の場合には代表者の氏名及び役職： 

１ 変更申請者 

（１）単独申請又は共同申請の別 

☑ 単独申請 □ 共同申請 

 

（２）名称及び住所並びに代表者（又は管理人）の氏名及び役職 

住所（フリガナ）：（〒505-0037）岐阜県美濃加茂市前平町３-16 

(ギフケンミノカモシマエヒラチョウ３-16) 

名称（フリガナ）：美濃加茂市堂上蜂屋柿振興会 

（ミノカモシドウジョウハチヤガキシンコウカイ） 

代表者（又は管理人）の氏名及び役職：会長 酒向 邦彦 

ウェブサイトのアドレス：http://www.hachiyagaki.jp/ 

 

２ 登録番号 

第50号 

 

３ 登録に係る特定農林水産物等の名称 

堂上蜂屋柿（ドウジョウハチヤガキ） 

 

４ 変更を求める事項 

別添「変更箇所が分かるように修正した特定農林水産物等登録簿」 

 

５ 連絡先（文書送付先） 
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［添付書類の目録］ 

申請書に添付した書類の「□」欄に、チェックを付すこと。 

☑１ 明細書 

☑２ 生産行程管理業務規程 

□３ 代理人により申請する場合は、その権限を証明する委任状等の書類 

☑４ 法第13条第１項第１号に規定する欠格条項に関する申告書 

□５ 法第13条第１項第２号ハに規定する経理的基礎を有することを証明する書類 

書類名： 

□６ 法第13条第１項第２号ニに規定する必要な体制を整備していることを証明する書

類 

書類名： 

☑７ 変更に係る事項が法第７条第１項第２号又は第４号から第７号までに掲げる事

項である場合には、変更の登録の申請に係る農林水産物等が特定農林水産物等に

該当することを証明する書類等 

書類名：「登録簿修正版」 

「堂上蜂屋柿における皮むき機導入について（変更の必要性）」 

「令和５年 皮むき機の導入試験」 

「堂上蜂屋柿における天日干しの変更について（変更の必要性）」 

「堂上蜂屋柿追熟台について」 

「令和７年 室内干しの導入試験」 

「GI生産行程管理業務一覧表」 

☑８ 変更の登録の申請に係る農林水産物等の写真 

□９ 法第13条第１項第４号ロに該当する場合には、商標権者等の承諾を証明する書

類 

□10 前記３から７まで及び９の書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文 
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